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理事選挙に関する告示 

 
 
任期満了に伴う理事の選挙を、日本体育・スポーツ哲学会理事，監事選出規程（2026年6月改正）に基づき実施 

いたします。以下の「理事選挙投票の実施要領」に従い、期日までにご投票くださいますようお願い申し上げます。 
 
 

理事選挙投票の実施要領 
 
 
１． 選挙の管理者：日本体育・スポーツ哲学会選挙管理委員会 
 
２． 選挙有資格者：日本体育・スポーツ哲学会の正会員。なお、入会後2か月以内の正会員、学生会員、賛助会員、

名誉会員には選挙資格がありません。 
 
３． 被選挙人：ウェブ選挙の場合、画面に表示された日本体育・スポーツ哲学会正会員に限る。郵送の場合、同封

の日本体育・スポーツ哲学会名簿に記載された正会員に限る。 
 
４． 選出理事数：10名 
 
５． 投票の方法： 

①ウェブ選挙システム（i-Vote）を使用する。 
②理事の投票は10名を限度とし、9名以下を選択して投票した場合でも有効とする。 
③委託会社より、投票に必要なIDおよびパスワードを有権者のメールアドレスへ配信する。 
④ウェブ投票が困難な場合に限り、郵送による選挙を受け付ける。郵送による選挙を希望する場合は、2026年
6月15日（月）までに選挙管理委員会へご連絡ください。 

 
６． 投票のスケジュール： 

①2026年6月11日（木）委託会社から有権者へログイン情報通知メールを送信。 
②2026年6月18日（木）委託会社より選挙開始メールを送信。 
③投票期間：2026年6月18日（木）から2026年7月15日（水）まで 
④2026年7月15日（水）23:59 投票締め切り（締め切り後の投票は無効） 

 
７． 開票：選挙管理委員会にて実施します。 
 
８． 問い合わせ先：郵送による選挙を希望する場合、または選挙全般に関するご質問は、メールにて選挙管理委員

会までお問い合わせください。メール送信時は＠を半角にしてください 
・野上（委員長）：rnogami＠edogawa-u.ac.jp 
・荒牧（副委員長）：ai.aramaki＠cc.musashi.ac.jp 
確実な受信のため、宛先に委員長・副委員長のメールアドレスをご入力ください。 

 
以上 


